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【令和４年１２月 期末・勤勉手当の支給について】

１ 支給日 令和４年１２月９日（金）

２ 支給割合（平均支給割合）

令和４年１２月期末・勤勉手当支給割合表

期 末 手 当 勤 勉 手 当

区 分 合 計

在職期間 支 給 割 合 勤務期間 平 均 支 給 割 合

一般職 ６箇月 1.20月分 (1.00月分) ６箇月 0.95月分（1.15月分） 2.15月分(2.15月分）

特別職 ６箇月 1.625月分 1.625月分

（ ）内については、特定幹部職員（部長級及び次長級）の支給割合

※ 一般職(特定幹部職員を含む。)の期末手当の支給割合は、昨年の人事委員会勧告を受けて年間支給割合の平準化を図ったことにより、昨年12月に比

べて0.075月の増となっています。勤勉手当の支給割合は昨年12月と同じです。

なお、本年12月議会において、人事委員会勧告に基づき勤勉手当を0.1月引き上げる条例案を上程しており、議決された場合には後日差額が支給され

ます。

※ 知事及び副知事の期末手当の支給割合は、昨年度に年間支給割合を平準化する改定を行ったことにより、昨年12月に比べて、0.05月の増となってい

ます。

また、期末手当の支給額については、県の財政状況を考慮し、支給額から６％カットした額となります。

なお、国の特別職の職員の給与に関する法律の一部改正に伴い、知事及び副知事も国と同様に期末手当を0.05月引き上げる条例案を上程しており、

議決された場合には後日差額が支給されます。（議員等の期末手当についてもこの条例を準用しているため、議決された場合には後日差額が支給されます。)

３ 勤務成績による勤勉手当の支給割合の区分

勤勉手当の平均支給割合は0.95月分（特定幹部職員1.15月分）ですが、評定期間中(R4.6.2～R4.12.1）の職員の勤務成績に応じて、下表のとおり支給割

合を区分しています。

区 分 勤務期間 課長級以下の職員 特定幹部職員

特に優秀 ６箇月 １．２２月分 １．４２月分

優秀 ６箇月 １．０７月分 １．２７月分 お問い合わせ先
人事課 給与班

標準 ６箇月 ０．９２月分 １．１２月分 担当者名 山本、阪口
内線番号 ２１２７

特に不良 ６箇月 ０．７８月分 ０．９８月分 外線番号 073-441-2120

資料提供日 ： 令和4年12月8日(木)



○支給総額 ○支給内訳 （一般職）

支 給 額 人 員 支 給 総 額 対前年比 一人当り平均額 対前年比 平均年齢

知事部局職員 ２，９４９，１４９，５４６円 知事部局職員 3,885 人 2,949,150 千円 102.48 ％ 759,112 円 102.30 ％ 44才 3月

教育関係職員 ７，４６０，３０３，６０９ 教育関係職員 9,552 7,460,304 103.62 781,020 103.76 42才 2月

警察関係職員 １，９２５，７３３，０３８ 警察関係職員 2,490 1,925,733 105.27 773,387 105.23 39才 2月

小 計 １２，３３５，１８６，１９３ 合 計 15,927 12,335,186 103.60 774,483 103.63 42才 2月

知 事 ２，７９０，８９５ ※金額については税込みの額です。

※令和２年度より会計年度任用職員制度が導入されており、同職員には期末手当が支給されます。

副 知 事 ２，１９１，１９９ 令和４年１２月期の知事部局・教育・警察の支給総人数は1,342人、支給総額は215,142,595円です。（いずれも上表の外数）

議 長 ２，２３８，４３７

副 議 長 １，９０８，５６２ ◎特別職

議 員 ７０，７５８，１６８ 期末手当 対前年比 共済掛金 所 得 税 差引支給額 備 考

（ ３９人）

知 事 2,790,895 円 103.17% 137,804円 866,817円 1,786,274円

小 計 ７９，８８７，２６１

副 知 事 2,191,199 103.17% 19,159 709,648 1,462,392

支給総額 １２，４１５，０７３，４５４

議 長 2,238,437 103.17% 731,342 1,507,095

副 議 長 1,908,562 103.17% 545,619 1,362,943

議員１人当り 1,814,312 103.17% 484,477 1,329,835 議長 、 副 議 長 を除 く 議員 1 人当 り の平 均 額を 記載

※知事及び副知事については、期末手当６％カット後の金額です。


